
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、運用状況等によっては、委託会社の判断で分配金の金額が変わる場合、又は分配金が支払
われない場合があります。分配金は過去の実績であり、将来の分配金を示唆、保証するものではありません。
※上記の基準価額（分配金再投資）と純資産総額の推移グラフは設定日から報告基準日までのデータを表示しています。基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用
（信託報酬）控除後、ファンドの分配金（1万口当たり、税引前）でファンドを購入（再投資）したと仮定した場合の価額です。
※騰落率は各応答日で計算しています。応答日が休業日の場合は前営業日の数値で計算しています。 ※基準価額の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

運用実績　（年4回決算・予想分配金提示型） 
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運用実績　

※当レポートにおける分配金については全て税引前としております。また、基準価額の記載については全て信託報酬控除後としております。

       気候変動関連グローバル成長株式ファンド
       気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）

愛称：クールアース
追加型投信／内外／株式

ファンドの特色

■気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受け

ると判断される世界各国の企業の株式を中心に実質的に投資を行います。

■環境関連投資に豊富な経験と実績のあるUBSアセット・マネジメント・グループが

運用を行います。
資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドデータ

基準価額 17,880円

純資産総額 32.0億円

設定日 2007年8月31日

信託期間 無期限

決算日
原則として毎年8月20日

(休業日の場合は翌営業日)
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基準価額（分配金落ち後）

基準価額（分配金再投資）

基準価額（分配金再投資）と純資産総額の推移

分配金実績 (1万口当たり、税引前)

決算日 分配金額

2021年8月20日 0円

2025年8月20日 0円

設定来累計 0円

2022年8月22日 0円

2023年8月21日 0円

2024年8月20日 0円 基準価額（分配金再投資）の騰落率

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

ファンド 2.22% 9.51% 20.77% 17.28% 76.71% 78.80%
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基準価額（分配金再投資）と純資産総額の推移

分配金実績 (1万口当たり、税引前)

決算日 分配金額

2024年11月20日 500円

2025年11月20日 500円

設定来累計 4,750円

2025年2月20日 250円

2025年5月20日 0円

2025年8月20日 250円 基準価額（分配金再投資）の騰落率

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

ファンド 2.20% 9.44% 20.67% 17.25% 76.42% 77.93%

ファンドデータ

基準価額 11,571円

純資産総額 3.2億円

設定日 2021年5月21日

信託期間 無期限

決算日

原則として、毎年2月、5月、8月

および11月の各20日

(休業日の場合は翌営業日)



2.2%

8
ローパー・テクノロ

ジーズ
情報技術

ソリューション・

プロバイダー企業

9
エアステ・グルー

プ・バンク
金融 リーディング企業

オーストリア・ウィーンに本拠を置く総合金融機関。チェコ、スロバキア、ハンガ

リー、クロアチア、ルーマニア、セルビアなど中東欧地域にも展開。2050年までに

ネットゼロ目標を達成するべく、高排出セクター向け融資の段階的削減（2030年まで

の中間目標も設定）や、再生可能エネルギー関連プロジェクトへの投融資拡大、およ

び取り組みの進捗状況に関する情報開示を積極的に進める。

米国の制御機器メーカー。CCD検出器や電子顕微鏡など多様な工業用機器を手掛け

る。工場自動化の基幹製品を提供することで社会全体のエネルギー効率改善を後押し

する。自社排出量についても物流を含むサプライチェーン全体での取り組みを進め

る。年次のESGレポートを通じた網羅的な情報開示にも積極姿勢。

2.3%

※気候変動カテゴリーは、炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー企業と、事業活動を通じて脱炭素社会を実現する各セクターにおけるリーディング企業に分
類しています。
※構成比は、マザーファンドの純資産総額に占める割合です。※業種：MSCI分類に準拠しています。

※上記は基準日時点におけるデータであり、いかなる個別銘柄の売買、ポートフォリオの構築、投資戦略の採用等の行為を推奨するものではありません。また、将来の成果
を示唆・保証するものではなく、市場動向等により変動します。また、ポートフォリオの内容は市場動向等を勘案して随時変更されます。

10
ウェイスト・マネジ

メント
資本財・サービス

ソリューション・

プロバイダー企業

米国の産業廃棄物サービス業者。一般家庭から出るゴミの回収や移送、処理、リサイ

クルを手掛けるほか、資源回収サービスも行う。炭素集約型事業への依存度の高さか

ら、外部評価機関による環境面（E）への評価は、同業他社対比でやや劣後する。し

かし、国際基準に準拠したGHG排出量削減目標の設定や、自社埋立地で発生するメタ

ンの回収と再利用に積極的な姿勢を当社は評価する。

2.1%

2.5%

7
ドラックス・グルー

プ
公益事業

ソリューション・

プロバイダー企業

英国に本拠を置く再生可能エネルギー企業。バイオマス発電や廃棄物を利用した揚水

発電、水力発電を行うほか、バイオマス燃料の一種である木質ペレットの生産も手掛

ける。石炭火力発電からバイオマス発電への移行に2010年代前半から取り組む企業と

して、CO2回収・貯留バイオマス発電技術を活かし、2030年までのカーボンネガティ

ブ達成という高い目標を掲げる。

2.5%

6

ビルバオ・ビスカ

ヤ・アルヘンタリア

銀行

金融 リーディング企業

スペインに本拠を置く国際金融グループ。リテールバンキング、プライベートバンキ

ング、法人・ビジネスバンキング、投資銀行、資産運用などのサービスを幅広く手掛

ける。2029年までの5年間で7,000億ユーロを気候変動対策など持続可能なビジネスに

投じることを公表した一方、融資ポートフォリオで段階的に脱炭素化を進め、最終的

に2050年までのネットゼロ達成を公約に掲げる。

3.6%

5
ユーロフィン・サイ

エンティフィック
ヘルスケア

ソリューション・

プロバイダー企業

食品、製品、環境、アグロ、ジェノミクス、医薬品、材料等、幅広い分野に関わる分

析、および検査サービスをグローバルに展開。再生可能エネルギーの積極活用とエネ

ルギー効率に優れた（研究）施設の構築により、従業員1人あたりCO2排出量を着実

に削減。2025年までのカーボンニュートラルと、パリ協定の「2℃目標」達成を目標

に据える。

2.6%

4
台湾積体電路製造

（台湾ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ）
情報技術

ソリューション・

プロバイダー企業

1987年設立の半導体専業ファウンドリーメーカー。積極投資による技術的優位性と高

い生産能力を強みに、ファウンドリー業界で圧倒的シェアを誇る。微細化に不可欠な

EUV（極端紫外線）露光装置でさえ例外視しない、”聖域なき”省エネへの取り組みを

継続。2050年をターゲットにGHG排出量のネットゼロ目標を達成するべく明確なロー

ドマップを作成し、全社を挙げて取り組む。

6.3%

5.7%

3 ブロードコム 情報技術
ソリューション・

プロバイダー企業

米国の大手半導体メーカー。通信インフラ向けを主力に、データセンター/ストレー

ジ、携帯電話端末及び基地局などに供給。近年、ソフトウェア分野を中心にM&Aを積

極化、仮想化ソフト大手のVMウエア（VMW）の買収が2023年11月に完了。VMWの

買収完了を機に、従前からの温暖化ガス削減目標（自社排出量を2030年までに21年対

比38％削減）を見直し、サプライチェーンまで含めた目標設定することを24年2月に

表明。

3.8%

2 マイクロソフト 情報技術 リーディング企業

米国のソフトウェア企業。PC基本ソフト、業務ソフトに加え、クラウド運営事業が成

長をけん引する。ユーザー企業が自社保有のデータサーバをクラウドに切り替えるこ

とでCO2排出量が9割超削減される。自社排出量も2030年までにマイナス化、2050年

までに創業以来の排出累計をゼロとする公約を掲げる。サプライチェーン全体での排

出管理にも着手するなど先進的な取り組みを続ける。

1 アルファベット
コミュニケーショ

ン・サービス
リーディング企業

ネット検索で世界最大手。「YouTube」やモバイルOSの「Android」、クラウドサー

ビスも提供。2007年に事業運営でのカーボンニュートラルを達成し、2017年からは世

界中の年間消費電力の100％を再生可能エネルギーで賄う。さらに、2030年までに電

力供給を脱炭素化し、地域を問わず24時間365日カーボンフリーエネルギーで運営す

る目標を掲げる。
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マザーファンドのポートフォリオの状況

2025年12月

組入れ上位10銘柄（銘柄数合計：　60銘柄）

銘柄名 業種 気候変動カテゴリー 銘柄概要 構成比

※参照指数は、MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス（MSCI ACWI）。
※基準日時点で取得できる直近の数値を記載しており、基準日と異なる時点のデー
タとなることがあります。

※気候変動カテゴリー別構成比は、炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー企業と、
事業活動を通じて脱炭素社会を実現する各セクターにおけるリーディング企業に分類しています。
※構成比は、マザーファンド内の株式評価総額合計に占める割合です。
※表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。

気候変動カテゴリー別構成比保有/構成銘柄の売上100万米ドルあたり二酸化炭素排出量
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為替要因 0.49%

※国・地域別/業種別構成比は、マザーファンド内の株式評価総額合計に占める割合です。
※表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。
※業種：MSCI分類に準拠しています。

その他 -0.07%

1.96%

株式等 98.3%

その他 現金等 1.7%

株式要因
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マザーファンドのポートフォリオの状況(続き）

資産構成比 国・地域別構成比 業種別構成比

100.0%

※資産構成比は、マザーファンドの純資産
   総額に占める割合です。

要因分析
（期間：2025年11月28日～2025年12月30日）

騰落率 2.38%

※要因分析はあくまで試算です。

※その他は要因分析をする上で生じる計算の誤差等です。

市場概況と運用経過

市場概況：
米国株式

米国株式市場は小幅に上昇しました。月の上旬、11月のADP雇用統計において労働市場の減速が示され、米連邦準備制度理事会

（FRB）による追加利下げへの期待が高まったほか、9-10日の米連邦公開市場委員会（FOMC）でFRBが市場の予想通り、追加利下

げを決定したことを好感して、株価は緩やかに上昇しました。しかし月の中旬、人工知能（AI）投資への警戒感が再燃したことなどから、

株価は軟調な展開となりました。月の後半、米半導体大手の好決算が材料視されたことや、11月の消費者物価指数（CPI）の下振れ

を受けて、FRBによる利下げ継続観測が高まったほか、7-9月期のGDP成長率が前四半期から加速したことなどを好感し、株価は再

び反発しました。

欧州株式

欧州株式市場は上昇しました。月の上旬、トランプ米大統領が新車燃費規制を大幅に緩和する意向を示したことを受けて、欧州の自

動車関連銘柄の株価が大きく上昇したほか、米国での追加利下げ期待などから、株価は良好に推移しました。月の中旬、米国のハ

イテク株の下落などが重石となる局面もみられたものの、欧州中央銀行（ECB）が政策金利を据え置いた一方で、経済成長見通しを

上方修正したことが好材料視され、株価は上げ幅を広げました。月の下旬以降は、年末の薄商いの中、株価は狭いレンジ内の動きと

なりました。

運用経過：
12月の基準価額（税引前分配金再投資）は、UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド、UBS気候変動関連グローバル成長株

式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型） ともに上昇しました。

ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した主な銘柄は、米国の電気自動車（EV）メーカーであるリビアン・オートモーティブ、汎用

データベース・プラットフォームの開発を手がける米国のモンゴDBなどでした。一方、米国のブロードコム、法人向けデータ・ストレージ

など提供する米国のピュア・ストレージなどが、パフォーマンスにマイナスの影響を与えました。

※上記データおよび市場概況は、本資料作成時点のものであり、将来の動向や結果を示唆、保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合も

あります。
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その他の留意点
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ファンドの主なリスク

「リスク管理体制」等については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を受
けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、
基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

［クーリング・オフ］
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

［分配金に関する留意点］
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超過して支払われる
場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者の
ファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があ
ります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配
金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する
要因となります。

［流動性リスクに関する留意点］
当ファンドは、大量の換金が発生した短期間での資金充当の際や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、
一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量に制限がかかるリスクが
あります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延
する可能性があります。

［ESGを銘柄選定の主要な要素とすることに関する留意点］
ファンドはESGの要素のうち気候変動への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される銘柄で
ポートフォリオを構築しているため、株式市場全体の値動きとファンドの基準価額の値動きが大きく異なる場合があります。

当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。

■ 主なリスク

・株式の価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動しますので、短期的または長期的に大きく下
落することがあり、株価の下落は基準価額が下落する要因となります。また、新興国の株式（新規公開株を含みます。）に投
資した場合の株価変動は、先進国に比べて大きくなる傾向があります。

・為替変動リスク
外貨建資産を円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変動により影響を受けることになります。為替レートは
短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変動に伴い、当ファンドの基準価額も変動します。

・カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設
けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。

・信用リスク
発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は株式の価格下落の要因
のひとつであり、基準価額の下落の要因のひとつになります。

・流動性リスク
市場を取巻く環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、保有有価証券を市場実勢から期待される
価格で売却できないことがあります。

・大量解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
短期間に相当額の解約申込があった場合には、保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがありま
す。
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収益分配金に関する留意事項

◎ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額
相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が

支払われるイメージ

分配金

投資信託の純資産

◎ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ
る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

［計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合］

【前期決算日から基準価額が上昇した場合】 【前期決算日から基準価額が下落した場合】

＊500円
（③＋④）

10,500円

10,450円

＊450円
（③＋④）

10,550円

＊50円

期中収益（①+②）

50円 分配金

100円

10,500円

＊500円
（③＋④） 10,300円

＊420円
（③＋④）

配当等収益①20円

＊80円

10,400円

分配金

100円

前期決算日

＊分配対象額

500円

当期決算日

分配前

＊50円を取崩し

当期決算日

分配後

＊分配対象額

450円

前期決算日

＊分配対象額

500円

当期決算日

分配前

＊80円を取崩し

当期決算日

分配後

＊分配対象額

420円

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

◎ 投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も
同様です。

【分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合】 【分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合】

投資者

（受益者）の

購入価額

（当初個別元本）

投資者

（受益者）の

購入価額

（当初個別元本）

普通分配金 ： 個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の
（特別分配金） 額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

元本払戻金

（特別分配金）

分配金支払後

基準価額

個別元本

※元本払戻金（特別分配金）は

実質的に元本の一部払戻しと

みなされ、その金額だけ個別元
本が減少します。また、
元本払戻金（特別分配金）部分
は非課税扱いとなります。

普通分配金

元本払戻金

（特別分配金）

個別元本

分配金支払後

基準価額
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※投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、
表示することはできません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドの費用

当ファンドの購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。

■ 投資者が直接的に負担する費用

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

時期 項目

委託会社 0.80%

販売会社 0.80%

受託会社 0.07%

※

監査費用

印刷費用等

売買委託手数料

保管費用

※

保有時 運用管理費用

（信託報酬）

日々の純資産総額に対して年率1.837%（税抜年率1.67%）を乗じて得た額とします。

（運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率）

配分は以下の通りです。（税抜、年率表示）

委託した資金の運用の対価

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
の管理および事務手続き等の対価

その他の費用・
手数料

諸費用（日々の純資産総額に対して上限年率0.1%）として、日々計上され、UBS気候変動関連グローバ

ル成長株式ファンドは原則毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、UBS

気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）は原則毎計算期末または信

託終了のとき、ファンドから支払われる主な費用

監査法人等に支払うファンド監査に係る費用

法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費
用（EDINET含む）等

実費として、原則発生の都度ファンドから支払われる主な費用

有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料

海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用

信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。

運用財産の管理、運用指図実行等の対価

マザーファンドの投資顧問会社（運用指図権限の委託先）への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払
われます。

運用管理費用（信託報酬）は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、UBS気候変

動関連グローバル成長株式ファンドは毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了

のとき、UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）は毎計算期

末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。

費用

時期 項目

購入時 購入時手数料

※

換金時 信託財産留保額

費用

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%（税抜 3.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じ

て得た額とします。

購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き

の対価です。

ありません。



年1回の決算時、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。（再投資可能）

[UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド] 無期限（2007年8月31日設定）

[UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）] 無期限（2021年5月21日設定）

純資産総額が25億円を下回ることとなったとき（「UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配

金提示型）」は、信託契約締結日より1年経過後（2022年5月21日以降）に信託契約の一部解約により純資産総額が25億
円を下回ることとなったとき）、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事
情が発生したときは、ファンドが繰上償還となることがあります。
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お申込メモ

購入単位

購入価額

販売会社が定める単位とします。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口＝1円）

換金単位

換金価額

換金代金

販売会社が定める単位とします。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします。

申込締切時間

換金制限

スイッチング

原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。

「UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド」および「UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予
想分配金提示型）」との間でスイッチングが可能です。ただし、販売会社によってはいずれかのファンドの取扱いおよびス
イッチングの取扱いを行わない場合があります。

ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、購入および換金の申込の受付けは行い
ません。

信託期間

繰上償還

決算日

収益分配

購入・換金不可日

UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド

[UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド] 原則として毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）です。

[UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）] 原則毎年2月、5月、8月、11月の

                                     20日（休業日の場合は翌営業日）とします。

UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）

課税関係

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※分配金は、原則として決算日より起算して5営業日目までに支払いが開始されますが、販売会社との契約によっては、
税引後無手数料で再投資が可能です。

年4回の毎決算時（原則毎年2月、5月、8月、11月の20日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針
に基づき分配を行います。

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の
うち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、
みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、原則として、上記の分配対象額の範囲内で、以下の方針に基づき分配します。ただし、分配対象額
が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。また、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額※
が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。
※基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。

（注1） 基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すれば、その
水準に応じた分配を継続するというものではありません。
（注2） 分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は
変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

➂収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があり
ます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
益金不算入制度および配当控除の適用はありません。

計算期末の前営業日の基準価額 分配金額（1万口当たり、税引き前）

10,500円未満 配当等収益相当分（経費控除後）の範囲内

10,500円以上11,000円未満 250円

11,000円以上11,500円未満 500円

11,500円以上12,000円未満 750円

12,000円以上 1,000円

[イメージ図]

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

分配金 分配金 分配金 分配金



投資顧問会社 UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシー（マザーファンドの運用の指図）
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ファンドの関係法人

委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

○

販売会社

商号等

加入協会

日本証券業協会
一般社団法人

日本投資
顧問業協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融商
品取引業協会

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○

○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○

播陽証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第29号 ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

○

三菱UFJ eスマート証券
株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○

東海東京証券株式会社* 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

○

○

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○

○

登録金融機関　関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社SBI新生銀行
（委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社、
株式会社SBI証券）

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号 ○ ○

株式会社イオン銀行
（委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社)

登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号 ○

本資料は、運用状況に関する情報提供を目的として、UBSアセット・マネジメント株式会社によって作成された資料です。投資信託は値動きのある有価証券（外貨建資産

には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保証されているものではありません。また、投資信託は預貯金とは異なり、

元本は保証されておらず、投資した資産の減少を含むリスクがあることをご理解の上、購入のお申込をお願いいたします。投資信託は預金等や保険契約とは異なり、預

金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関を通じてご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。本

資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成されておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。本資料の中で記載されている内

容・数値・図表・意見・予測等は、本資料作成時点のものであり、将来の市場動向、運用成果等を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがありま

す。購入のお申込にあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断くださいますようお願い

いたします。
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